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令和６年１１月１２日 

各 総 合 支 所 

 都 市 整 備 政 策 部 

 

世田谷区都市整備方針の見直し 

（『第二部「地域整備方針（後期）」』（素案））について 

 

１ 主旨 

「世田谷区都市整備方針（平成２７年４月）」（以下、「都市整備方針」という。）は、

都市づくり・街づくりにおける区の総合的な基本方針であり、都市計画法により策定が義

務付けられた「市町村の都市計画に関する基本的な方針」としての位置付けを持つもので

ある。 

「都市整備方針」の計画期間は概ね２０年であり、区全体としての将来都市像や各地域

に共通する都市づくりの基本方針を示した『第一部「都市整備の基本方針」』と、地域の

まちの姿や特性を活かした身近な街づくりの方針を示した『第二部「地域整備方針」』と

で構成されている。 

『第二部「地域整備方針」』は平成２７年４月の策定より間もなく１０年を迎えること

から、各地域のアクションエリアの方針について、これまでの街づくりの取組み状況等を

整理し、見直しに向けた検討を進めている。 

このたび、たたき台意見交換会及び意見募集における区民意見並びに都市計画審議会

でのご意見等を踏まえ、『第二部「地域整備方針（後期）」』（素案）を取りまとめたた

め報告するとともに、素案説明会及び区民意見募集を行うことについて報告する。 

 

２ これまでの経緯 

令和５年 ５月 都市整備常任委員会（見直しについて検討の進め方の報告） 

６月 第１１７回都市計画審議会（検討の進め方とアドバイザリー会議の

設置等について諮問） 

    １０月 第１回アドバイザリー会議 

１０～１２月 区民等との意見交換、オープンハウスの実施 

１１～１２月 区民アンケート調査の実施 

        １２月 第２回アドバイザリー会議 

令和６年 １月 第１２０回都市計画審議会（区民意見結果とこれまでのアクショエリ

アに係る区の取組み状況等について報告） 

２月 都市整備常任委員会（検討状況の報告） 

区民等への取組み状況の公表 

       ３月 第３回アドバイザリー会議 

       ５月 第４回アドバイザリー会議 
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       ６月 第１２２回都市計画審議会（たたき台の報告） 

       ７月 都市整備常任委員会（たたき台の報告） 

７～８月 たたき台に関する区民等との意見交換会及び意見募集 

９月 第５回アドバイザリー会議（素案の報告） 

１０月 第１２４回都市計画審議会（方針素案の報告） 

 

３ 『第二部「地域整備方針（後期）」』（素案）について 

【別紙１】世田谷区都市整備方針『第二部「地域整備方針（後期）」』（素案）概要版

及び【別紙２】世田谷区都市整備方針『第二部「地域整備方針（後期）」』（素案）のと

おり。 

 

４ 『第二部「地域整備方針（後期）」』（たたき台）意見交換会及び意見募集の実施結果

について 

  【別紙３】意見交換会及び意見募集の実施結果についてのとおり。 

 

５ 素案説明会及び区民意見募集について 

（１）素案説明会 

 ①開催日時  令和６年１１月１６日（土）から２３日（土）にかけ、各地域で１日ずつ

開催予定 

※説明会開催後より、地域ごとの説明会資料（音声読み上げ機能対応）を 

区ホームページに掲載する。 

 ②周知方法等 広報紙、区ホームページ、区メールマガジン、ＳＮＳ（Ｘ、Ｆａｃｅｂｏ

ｏｋ等）、一般財団法人せたがやトラストまちづくりのメールマガジンな

どによる周知のほか、これまで実施した意見交換会等の参加者へ郵送によ

る参加案内の送付を行う。 

 ③募集人数  各地域それぞれ４０名程度 

 

（２）区民意見募集 

 ①募集期間  令和６年１１月１５日（金）から１２月６日（金）までの３週間 

 ②周知方法等 広報紙、区ホームページ、区メールマガジン、ＳＮＳ（Ｘ、Ｆａｃｅｂｏ

ｏｋ等）、一般財団法人せたがやトラストまちづくりのメールマガジン等

による周知を実施する。 

③閲覧場所  都市計画課、総合支所街づくり課、区政情報センター、総合支所区政情報

コーナー・くみん窓口・出張所・まちづくりセンター、図書館、区ホーム

ページ 

④意見書の受付方法  

窓口持参、郵送、ＦＡＸ、オンライン手続き（Ｌｏｇｏフォーム） 
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６ 今後のスケジュール（予定） 

  令和６年１１～１２月 素案説明会及び意見募集 

 １２月 第６回アドバイザリー会議（方針案の報告） 

令和７年 １月 第１２５回都市計画審議会（方針案の報告） 

２月 都市整備常任委員会（方針案の公告・縦覧予告） 

街づくり条例第９条に基づく方針案の公告・縦覧・意見書提出 

３月 第７回アドバイザリー会議（諮問について） 

４月 第１２６回都市計画審議会（諮問） 

５月 都市整備常任委員会（方針案の報告） 

       ７月 「世田谷区都市整備方針『第二部「地域整備方針（後期）」』」の 

策定 



1 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ⅰ．見直しの考え方                              

１．第一部「都市整備の基本方針」の見直しの考え方 

○計画期間は、平成２５（２０１３）年９月に策定した「世田谷区基本構想」に即し、平成２６（２

０１４）年度から概ね２０年間としています。 

○『第一部「都市整備の基本方針」』に示す６つの「世田谷区をとりまく状況」に加え、「新た

なとりまく状況」について、その対応の考え方を整理し、区の行政全般に係る基本的事項

として、街づくりにおいて十分に考慮していきます。 

○今後 10 年間の社会情勢や他自治体の事例等により研究を深めながら、概ね１０年後に

全面改定する「都市整備の基本方針」において、改めて関連性を整理し、施策展開へ反

映していきます。 

 

２．第二部「地域整備方針」の見直しの考え方と主な視点 

○『第二部「地域整備方針」』は、策定後、概ね１０年間を経過し、これまでの区の取組み状

況等を踏まえ、「地域のアクションエリアの方針」を中心に見直します。 

○「地域整備方針」の見直しに当たっては、次に示す４つの点を考慮します。 

（１）上位計画等との整合や分野別整備方針・計画の反映を図る 

（２）世田谷区をとりまく状況等とその対応を整理する 

（３）これまでの取組み状況や事業等の進捗状況を踏まえる 

（４）各地域の区民意見を把握した上で見直しの検討を行う 

○区をとりまく街づくりに係る新たな要素について、各地域の街づくりに密接に係る主なも

のは、地域特性を踏まえ、「地域整備方針（後期）」の「地域のテーマ別の方針」や「地域の

アクションエリアの方針」に、適宜反映します。 

 

はじめに 地域整備方針（後期）策定の考え方【新規追加】 

都市整備方針の計画期間と 

改定・見直しの考え方 

 

○「地域整備方針（後期）」の計画期間は、

令和７（２０２５）年度から概ね１０年とし

ます。 

○次期改定は、「世田谷区基本構想」にあ

わせ、概ね１０年後を予定しています。 

○次期改定に当たっては、社会情勢の変

化等を踏まえ、全面的な改定を実施し

ます。 

○今回の見直しに当たり、「地域整備方針

（後期）」の「はじめに」において整理し

た、「世田谷区をとりまく状況とその対

応」や対応が求められる新たなとりまく

状況については、次回の改定に向けて

検討を進め、適宜反映していきます。 

（１）上位計画等との整合や分野別整備方針・計画の反映を図る 

○「世田谷区基本計画（令和６年３月）」、「世田谷区地域行政推進計画（令和６年３月）」との整合を図ります。 

○「世田谷区都市整備方針（平成２７年４月）」の策定以降に策定・改定した分野別整備方針・計画等について、適宜反映を図ります。 

（２）世田谷区をとりまく状況等とその対応を整理する 

「都市整備の基本方針」で示す６つの「世田谷区をとりまく状況」に加え、この間の社会情勢の変化などによる、新たなとりまく状況について、そ

の対応の考え方を整理し、区の行政全般に係る基本的事項として、街づくりを進めるに当たって十分に考慮していきます。 

① 世田谷区をとりまく状況とその対応 

ミ
都
市
整
備
⼵
基
本
方
針
ム
⼮
示
⼠
㖶
⼫
⼵
区
⽙
⼯
⽑
⽅
⼖
状
況 

少子高齢化・人

口減少時代への

突入 

・区の将来人口は、令和２４年をピークに減少に転じると予想しており、少子高齢化・人口減少時代への対応の重要性が高

まっています。 

・ユニバーサルデザイン等の考え方に基づく街づくりやひとり親の子育て世帯への支援等を進めてきましたが、引き続き、

少子高齢化・人口減少時代へ対応した取組みを進めていきます。 

安全・安心への

関心の高まり 

・「世田谷区民意識調査」では、「災害に強いまちづくり」等が上位を占め、安全・安心への関心は引き続き高い状況です。 

・自然災害のリスクも高まっており、多摩川の堤防整備等を進めるなど、引き続き、災害への備えと安全・安心な暮らしの

確保に向けた取組みを進めていきます。 

地球環境問題へ

の関心の高まり 

・令和５年に策定した「地球温暖化対策地域推進計画」において、令和１２年の温室効果ガス排出量削減目標として、国や

東京都を上回る平成２５年度比５７．１％削減の目標を掲げ、この実現に向けて、環境分野のみならず、都市整備分野など

あらゆる分野で気候変動対策を推進しています。 

都市の成熟化・

意識の多様化 

・街づくりの領域においては、ユニバーサルデザインの考え方による街づくりを進めてきましたが、より広い多様性の視点

による街づくりへの対応が求められています。 

・「多様性の尊重」の視点を踏まえた対応を検討しながら、自分らしく暮らせる地域社会の形成に向けた取組みを進めてい

きます。 

地域・住民が主

体となる街づく

り 

・「街づくり条例」に基づき区民・事業者・区が協働した街づくりを進めてきた中、様々な主体による街づくりの取組みが進

められており、区の支援などの対応が求められています。 

・民間企業等との官民連携や、エリアマネジメントの取組みなど、様々な主体との連携を進めるとともに、様々な取組みに

対する区の支援を進めていきます。 

都市財政の逼迫 ・区の財政状況は、歳出額が増加したほか、今後も多様な行政需要等への対応が求められています。 

・多様な主体との協働やデジタル技術の活用などＤＸの推進による業務の効率化や公的サービスの提供を民間に委ねるＰ

ＦＩ手法等の民間活力を活用した外部委託化なども進めていきます。 

新
⼦
⼱
⼯
⽑
⽅
⼖
状
況 

持続可能な街づ

くりの実現 

・ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）について、「世田谷区基本計画」において、施策との関連性を明らかにし、分野横断的な施

策展開を図り、持続可能な社会の実現をめざしています。 

・街づくりにおいても、「災害に強い街づくり」や「魅力ある街づくりなど」、「世田谷区基本計画」に定める各分野別政策と

関連するＳＤＧｓのゴールを意識しながら、都市整備領域における分野別整備方針・計画の施策展開を進めていきます。 

ＤＸを推進する

ためのデジタル

技術の活用 

・時代に即したデジタル技術の活用によるＤＸの取組みを推進しています。 

・地域の街づくりにおいても、デジタル技術の活用などを進めていますが、引き続き、ＤＸの取組みを推進するためのデジ

タル技術の活用について検討を進めていきます。 

②街づくりに係る新たな要素への対応 

区をとりまく街づくりに係る新たな要素について、各地域の街づくりに密接に係るものは、地域特性を踏まえ、「地域整備方針（後期）」の「地

域のテーマ別の方針」や「地域のアクションエリアの方針」に、適宜反映していきます。 

■官民連携、包括連携協定    ■脱炭素     ■グリーンインフラ   ■ウォーカブル 

（３）これまでの取組み状況や事業等の進捗状況を踏まえる 

「地域整備方針」の策定後、「地域のテーマ別の方針」及び「地域のアクションエリアの方針」に係る、概ね１０年間の地区計画等の街づくりの

取組み状況や関連事業等の進捗状況等を整理し、今後の街づくりの方向性や方針を検討します。 

（４）各地域の区民意見を把握した上で見直しの検討を行う 

「地域整備方針（後期）」の策定に当たり、各地域においてアンケート調査や意見交換、オープンハウス、意見募集等を実施し、区民意見を把

握した上で、見直しの検討を行います。 

世田谷区都市整備方針『第二部「地域整備方針（後期）」』（素案）概要版 

Ⅱ．計画期間と次期改定に向けて                                

別紙１ 
「地域整備方針（平成２７年４月）」より修正した箇所を赤文字で示しています 

（新規追加している「はじめに」を除く） 
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 序 章 地域整備方針（後期）の位置づけと構成 

１．位置づけと地域区分 

○都市整備方針は、二部構成。 

第二部の「地域整備方針（後

期）」では、地域のまちの姿や特

性を活かした身近な街づくりの

方針を示します。 

○地域区分は、各地域の特性と

地区におけるこれまでの街づく

りを踏まえ、総合支所の地域を

単位とします。 

５地域区分 

２．地域整備方針（後期）で示す内容 

○地域のまちの姿や地区の特性を踏まえた身近な街づくりの方針を

示し、地区の特性を踏まえた地区計画などを中心とした、具体の

身近な街づくりを進めていきます。 

○身近な街づくりの方針として、「都市整備の基本方針」を踏まえた

「地域のテーマ別の方針」と、地区を対象とした「地域のアクション

エリアの方針」などを示します。 

○身近な街づくりは、「地域整備方針（後期）」、都市整備領域の分野

別整備方針・計画、「世田谷区地域行政推進計画」等に基づき、効

果的・効率的に進めていきます。 

Ⅱ．地域整備方針（後期）の目的と役割など        

１．目的と役割 

○地域の個性を活かした身近な街づくりを進めるため、地域の目標を

定めた上で、より身近で区民生活に密着した地域や地区における街

づくりの考え方を明らかにすることを目的とします。 

○地域の区民や事業者と区（総合支所）が共有し、協働して地域や地区

の街づくりを実現するための方向性を示す役割や、区民主体の身近

な街づくりのガイドラインとしての役割を果たします。 

２．構成の考え方 

○「はじめに」は、「都市整備の基本方針」の見直しの考え方や「地域整

備方針」の見直しの考え方等を示します。 

○「序章」は、第１章以降で示す方針に共通する考え方を示します。 

○「第１章」～「第５章」は、世田谷、北沢、玉川、砧、烏山地域の順に、構

成図のⅠ～Ⅳの内容を示します。 

○「終章」は、「世田谷区地域行政推進計画」との関係や、区民主体の街

づくりを進めるための基本的な考え方と流れを示します。 

（２）地域の骨格プラン 

○「都市整備の基本方針」における都市づくりの骨格プランと、地域のまちの姿に基づき、地

域の骨格を示します。 

（３）地域の土地利用の方針 

○原則９つに区分した土地利用ごとに方針を示します。 

 

 

４．「Ⅲ．地域のテーマ別の方針」について 

○地域の特性を踏まえ、街づくりの主な課題を解決し、地域のまちの姿を実現するため、各地

域全域を対象に、概ね１０年間にわたる方針として示します。 

５．「Ⅳ．地域のアクションエリアの方針」について 

○区民・事業者・区が協働し、今後、概ね１０年間にわたり街づくりを優先的に進める地区を

「アクションエリア」として位置づけ、その整備方針を示します。 

○アクションエリアのうち、地区の特性を踏まえ、地区計画などを策定し、街づくりを進めてい

く地区を「１．地区計画などを策定し、街づくりを進めていく地区」とし「        」で示し

ます。また、既に策定されている地区計画などに基づき街づくりを進めていく地区を「２．既

に策定された地区計画などに基づき、街づくりを進めていく地区」とし、「        」で示

します。 

○平成２７（２０１５）年４月に策定した「地域整備方針」において「２．既に策定された地区計画

などに基づき、街づくりを進めていく地区」とした地区のうち、区民の街づくりの気運の高ま

りなどに応じて、新たな手法を活用するなど、更なる街づくりの検討を行い、街づくりを進め

ていく地区については、今回の見直しに当たり「        」で示します。 

Ⅰ．地域整備方針（後期）の位置づけ          

３．「Ⅱ．地域の目標、骨格と土地利用の方針」について 

（１）目標～地域のまちの姿～ 

○「世田谷区地域行政推進計画」の各地域経営方針におけるまちの将

来像を踏まえ、「都市整備の基本方針」の都市づくりビジョン、街づく

りの主な課題などに基づき設定します。 

○５つのテーマに沿った、まちの姿の具体像を明らかにします。 

  
 

○「アクションエリア」に

おいては地区計画な

どによる「街づくりのル

ール」のほか、事業者

発意による取り組み

や、官民連携などの取

り組みといった新たな

考え方を含めます。 

○なお、アクションエリア

だけでなく、地域全体

において、区民の街づ

くりの意識の高まり等

に応じて、新たに街づ

くりを検討し、「地域の

テーマ別の方針」に基

づき街づくりを進めま

す。 

【地域全体における地区の街づくりの考え方】 
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第 1 章 世田谷地域  

地域のまちの姿 

○建築物の不燃化・耐震化が進み、道路や公園などが整備された、防災性が高く災害に強い安全で安心

なまち 

○みどりを保全・創出し、良好な住環境が維持された、快適に暮らせるまち 

○各拠点の特性を活かした、誰もが交流でき利用しやすい、にぎわいと活力のあるまち 

○歴史的資産や文化・自然・知的資源を活かし育む魅力あふれるまち 

○交通ネットワークや生活道路などの交通環境の整備が進み、誰もが安心して安全で快適に移動できる

まち 

Ⅰ．世田谷地域の概況と街づくりの主な課題                        

世田谷地域の位置と町名 

■地域の土地利用の方針 

９つの区分のうち、本地域に該当する以下の８つの区分の土地利用ごとの方針や、位置の概略を本編に示します。 

２．地域の骨格と土地利用の方針 

■地域の骨格プラン 

  都市づくりの骨格プランと、地域のまちの姿に基づき、地域の基本的骨組みを示します。 

拠点や軸等 位置づける場所 

生活拠点 広域生活・文化拠点 ○三軒茶屋駅周辺地区 

地域生活拠点 ○経堂駅周辺地区、区役所周辺地区 

地区生活拠点 ○豪徳寺駅・山下駅、千歳船橋駅、松陰神社前駅、上町駅・世田

谷駅、池尻大橋駅、駒沢大学駅の各周辺地区 

新たな機能を持

つ拠点等 

災害対策拠点 ○区役所周辺地区 

都市軸 都市活力と交通の軸 ○環状７号線、環状８号線、玉川通り（国道２４６号）の各道路と

その沿道 

主要生活交通軸 ○茶沢通り（補助２１０号線）、補助１５４号線、世田谷通り（補助

５１号線）の各道路とその沿道 

みどりの拠点及

び水と緑の風景

軸 

みどりの拠点 ○三宿の森緑地一帯、世田谷公園一帯、下馬中央公園・学芸大

学付属高校、駒沢オリンピック公園、区役所一帯、馬事公苑・

東京農業大学一帯、桜丘すみれば自然庭園一帯 

 

     

     

Ⅱ．世田谷地域の目標、骨格と土地利用の方針                      

１．目標～地域のまちの姿～ 

  「世田谷区地域行政推進計画」の世田谷地域経営方針で示す「まちの将来像」や街づくりの主な課題などに基

づき、概ね１０年後（２０３５年）を見据えた本地域のまちの姿を５つのテーマに沿って設定します。 

 

テーマ 主な課題（一部抜粋） 

テーマⅠ 
安全で災害に強い
まちをつくる 

○密集市街地や延焼遮断帯となる都市計画道路及び公園のほか、延焼遅延帯となる主

要生活道路等が未整備な地区が多いなど、道路の整備や沿道の不燃化に課題があり

ます。 

○道路などの都市基盤施設が十分に整備されないまま、高密度に市街化が進んでいる地

区があり、防災上課題となっています。 

など 

テーマⅡ 
みどり豊かで住み
やすいまちをつくる 

○地域住民一人当たりの公園面積が少なく、区の平均を下回っているため、公園の整備

が求められています。 

 など 

テーマⅢ 
活動・交流の拠点を
もつまちをつくる 

○広域生活・文化拠点である三軒茶屋駅周辺地区や地域生活拠点である経堂駅周辺地

区、区役所周辺地区においては、にぎわいや活気の維持・誘導、まちの魅力や安全性の

向上が課題となっています。  

など 

テーマⅣ 
地域資源の魅力を
高めるまちをつくる 

○大規模な土地利用転換が想定される地区では、地域の特性を踏まえた適切な土地利

用が求められています。  

など 

テーマⅤ 
誰もが快適に移動
できるまちをつくる 

○快適に移動できる歩行環境や自転車利用環境及び交通安全対策のさらなる取組みが

望まれています。  

など 

 

２．街づくりの主な課題 

地域の街づくりの主な課題を以下の５つのテーマに沿って示します。 

 

●池尻（ただし四丁目３３～３９を除く） ●三宿 ●太子堂 

●三軒茶屋 ●若林 ●世田谷 ●桜 ●弦巻 ●宮坂  

●桜丘 ●経堂 ●下馬 ●野沢 ●上馬 ●駒沢一・二丁目 

１．概況 

■地域のなりたち 

○本地域は区の東部に位置し、区役所をはじめ税務

署・法務局・都税事務所など、官公庁が多く立地し

ています。 

○環状７号線の東側は、大正から昭和にかけて農地

が宅地化され、郊外型ベッドタウンのはしりとなった

地域であり、古くから宅地化が進んだ密集市街地

が広がっています。 

 

■地域の現況等 

○住居系の土地利用面積割合は北沢地域に次いで

高く、人口、世帯数、人口密度が５地域で最も高く、

専用住宅の平均宅地面積が最も小さい状況です。 
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Ⅲ．世田谷地域のテーマ別の方針                                                                           

地域の特性や課題などを踏まえ、街づくりの主な課題を解決するとともに、地域のまちの姿を実現するため、５つのテーマからなる「地域のテーマ別の方針」を示します。 

テーマⅠ 安全で災害に強いまちをつくる 

【延焼遮断帯や延

焼遅延帯の整備を

進める】 

○延焼遮断帯を構成する都市計画道路の整備にあわせ、沿道の不燃化を進めます。 

○ミニ防災生活圏の形成を図るため、延焼遅延帯の整備を促進します。 

 

【防災生活圏内の

安全性を向上させ

る】 

○防災生活圏内では、建築物の不燃化や耐震化、地先道路の整備、無電柱化の推進、ブロ

ック塀等の生垣化等による安全対策、消防水利の整備などにより、地区の防災性の向上

を図ります。  

○区役所周辺地区などの密集市街地では、地区計画制度や補助事業等を活用し、建築物

の不燃化や耐震化、道路や公園の整備、行き止まり路の解消など、総合的な防災街づくり

を進めます。  

【避難時の安全性

を向上させる】 

○国士舘大学一帯などの広域避難場所等への避難路の安全性向上や防災拠点、緊急輸送

道路の機能確保を目的として、周辺の建築物の不燃化・耐震化を進めるとともに、安全で

安心できる避難場所の整備を図ります。 

【復興に備える】 ○復興まちづくりを円滑に進めていくために、平時から復興手順や役割分担の整理を図りま

す。被災後は本方針や地区計画等を踏まえて早期の復興まちづくりに取り組みます。 

【災害時の拠点機

能を強化する】 

○区役所が災害対策拠点であることを踏まえ、防災や減災の観点に加え、人や物資の流れ

が円滑になるよう配慮し、災害に強い拠点を形成します。 

【水害を抑制する】 

 

○浸水被害を軽減するため、グリーンインフラの考え方も活かした雨水流出抑制施設の設

置を進めます。 

【日常の安全・安心

を確保する】 

○建築物の建て替えの機会を捉え、効果的・効率的な狭あい道路の拡幅整備を進め、日常

の安全・安心な街づくりを進めます。 

 

テーマⅤ 誰もが快適に移動できるまちをつくる 

【地先道路の整っ

たまちをつくる】 

○幹線道路、地区幹線道路と主要生活道路で囲まれた地区ごとに、街づくりのなかで地先

道路の適切な配置を検討し、整備を進めることにより、地区の安全性と快適性、防災性を

向上させます。 

【誰もが安全・快適

に利用できる交通

基盤とする】 

○道路整備や駅周辺の拠点整備などでは、歩行環境、自転車利用環境などを整え、誰もが

安全で快適に移動できる環境の整備に取り組みます。 

○世田谷区役所周辺地区では、「世田谷区移動等円滑化促進方針（令和５年６月）」におけ

る「促進地区」として、駅や公官庁施設、福祉施設、商業施設など高齢者、障害者等が日

常生活において利用する施設・経路の移動等の円滑化を促進します。 

○新たなモビリティの普及や ICT の活用による、交通手段の多様化をめざします。 

【歩いて楽しめる

魅力づくりを進め

る】 

○座れる場づくりの推進により、安全で安心な歩行者ネットワークを形成するなど、人中心の

歩いて楽しい街づくりを進めます。 

 

テーマⅡ みどり豊かで住みやすいまちをつくる 

【みどりとみずを

守り育てる】 

○脱炭素地域づくりにもつながる公共公益施設や生産緑地地区、民有地の多様なみどりを

保全・創出し、これらの水循環を支えるみどりの基盤をしっかりと守り、良好な市街地環境

の形成を図り、グリーンインフラとして活用します。 

○三軒茶屋駅周辺では、公園の活用に関するマネジメントを検討し、公園と隣接する施設や

公共的空間との連携による魅力ある街づくりを進めます。 

【地区特性に応じ

たみどり豊かな住

宅地を形成する】 

○みどり豊かで良好な住環境を維持・保全するため、敷地内の緑化や敷地面積の最低限度

をはじめ、地区特性に応じた街づくりに関するルールづくりを進めます。 

○大規模敷地の建て替えでは、都市基盤整備や公園・公開空地の整備、緑化などを誘導し

ます。 

○屋敷林、社寺林、農地などの多様な生きものが生息・生育する場の保全とともに、生きも

のに配慮した場を創出し、区民や事業者及び関連団体等との協働によるみどり豊かな街

づくりを進めます。 

【住みやすいまち

をつくる】 

○複数の街づくりが連続して行われる区域において、必要が生じた場合は、統一的な街づく

りの方針を示し区域全体の融合を図ります。 

 

テーマⅢ 活動・交流の拠点をもつまちをつくる 

【特性に応じた拠

点 の 魅 力 を 高 め

る】 

○広域生活・文化拠点である三軒茶屋駅周辺地区や地域生活拠点である経堂駅周辺地

区、区役所周辺地区は、拠点ごとの特性に応じて、様々な機能を充実させるとともに、歴

史や文化、街並み等、まちの資源の活用などにより地域の魅力を高めます。 

○松陰神社前駅周辺地区や上町駅・世田谷駅周辺地区などの地区生活拠点や商店街は、

区民の日常生活に必要な環境を確保するとともに、地域コミュニティの場としての機能を

誘導します。 

○ふれあい広場をはじめとする人々が集う公園・緑地・公共的空間などの活用により、地域

のコミュニティ活動の拠点づくりを進めます。 

 

テーマⅣ 地域資源の魅力を高めるまちをつくる 

【自然資源や歴史

的資産、風景資産

を活かし、まちの

魅力を高める】 

○良好な風景を形成する屋敷林や社寺林、都市の貴重な資源である緑道や農地などの、日

常生活に身近な自然資源の魅力を区民と共有し、大切にします。 

○世田谷のボロ市などの文化財や世田谷代官屋敷などの史跡、大山道などの古道のほか、

地域に点在する歴史的資産を活かし、まちの魅力を高めます。 

○拠点周辺のにぎわいのある界わいや街並みなどを活かし、誰もが訪れたくなる魅力的な

街づくりを進めます。 

○大規模な土地利用転換等が想定される地区においては、地域の特性を踏まえて歴史的資

産などの保全・活用を図り、周辺と調和した適切な土地利用を誘導します。 

【新たな地域資源

を創出する】 

○まちの魅力や特性を活かしたルールづくりや、地域の知的資源の活用などにより、新たな

地域資源の創出を図ります。 

【地域資源を PR

し、愛着を高める】 

○自然・歴史・風景・にぎわいなど、地域の資源を発信し、区民の活動を支援することなどに

より、地域への愛着を高めます。 

 

※赤文字は、見直しまたは新規追加箇所 
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  １．地区計画などを策定し、街づくりを進めていく地区（４地区） 

 

地区名 主な方針（一部抜粋） 

1-①経堂駅周辺地

区【継続】 

○駅周辺における交通結節機能の強化、防災性の向上及び魅力的な商業環境の育成、環

境にやさしいまちの形成を図り、地域生活拠点として活気やにぎわいを維持、発展させる

とともに、市街地環境の動向にあわせ、駅前広場の機能の確保等、地区街づくり計画に基

づき街づくりを進めます。                                     など 

1-②駒沢一丁目１

番地区【新規】 

○土地利用転換の際は、歴史的資産の保全・活用を図るためのオープンスペースの確保な

ど、地域の特性を踏まえて、高度利用を図りつつ周辺と調和した適切な土地利用を誘導し

ます。                                                 など 

1-③三軒茶屋一丁

目地区【新規】 

○三軒茶屋駅周辺地区とあわせて、にぎわいの創出や利便性の向上を図り、住宅地との調

和に配慮した街づくりに取り組みます。                             など 

1-④三軒茶屋駅周

辺地区【継続】 

○「三茶のミライ（三軒茶屋駅周辺まちづくり基本計画）（令和４年３月）」に基づき、三軒茶屋

の歴史と個性を継承・強化し、まちの滞在性・回遊性・防災性を向上するため、区民・事業

者との連携・協働によるソフトとハードが一体となったまちづくりを進めます。      など 

※赤文字は、見直しまたは新規追加箇所 

Ⅳ．世田谷地域のアクションエリアの方針                                                                       

 地域のまちの姿を実現するため、今後、概ね１０年間にわたり街づくりを優先的に進める地区と、その方針を示します。（地区の並びは 50 音順） 

２．既に策定された地区計画などに基づき、街づくりを進めていく地区（21 地区） 
 

地区名 主な方針（一部を抜粋） 

1-⑬区役所周辺地

区【継続】 

○公共施設や大規模な建築物の建設及び道路などの改修の際には、意匠やユニバーサルデ

ザインなどについて、これまでの「やさしいまちづくり」を継承するとともに、区役所周辺につ

いては施設の特性を活かした活気のある全区的な文化・交流拠点として、一体感を持つ街

づくりを進めます。                                          など 

1-⑭豪徳寺駅周辺

地区【継続】 

○地区生活拠点として、身近な商店街のにぎわいを維持、発展させるとともに、良好な住環境

を保全するため、地区街づくり計画に基づき街づくりを進めます。             など 

1-⑮桜丘区民セン

ター周辺地区 

【継続】 

○空間的なゆとりがある低層戸建て住宅と集合住宅などが調和した快適な住環境の維持・保

全を図ります。 

1-⑯桜丘二丁目西

地区【継続】 

○良好な住環境づくりと商店街の活性化を図るため、地区街づくり計画に基づき街づくりを進

めます。また、区民街づくり協定の周知により良好な住環境の実現を図ります。 

1-⑰世田谷二丁目

千種住宅地区 

【継続】 

○みどり豊かなゆとりある潤いのある住宅地として、良好な住環境の維持・保全を図るため、

地区計画及び地区街づくり計画に基づき街づくりを進めます。 

1-⑱太子堂二・三

丁目地区【継続】 

○いつまでも住み続けられる災害に強い市街地の形成を図るため、地区計画及び地区街づく

り計画に基づき街づくりを進めます。                               など 

1-⑲太子堂四丁目

地区【継続】 

○安全で住みやすく快適なまちを実現するため、地区街づくり計画に基づき街づくりを進めま

す。                                                    など 

1-⑳太子堂五丁

目・若林二丁目地

区【移行１】 

○良好な住環境の保全を図るため、地区街づくり計画に基づき街づくりを進めます。 など 

1-㉑千歳船橋駅周

辺地区【継続】 

○地区生活拠点の実現に向けて、駅周辺商店街の活性化を図るとともに、周辺住宅地との調

和を図りながら、活力があり快適に生活できる魅力ある街づくりを進めます。 

1-㉒都営下馬アパ

ート周辺地区 

【移行１】 

○みどり豊かでゆとりある良好な住環境の形成及び、健全な商業市街地の形成を図るため、

地区計画及び地区街づくり計画に基づき街づくりを進めます。              など 

1-㉓補助５２号線

沿道若林・梅丘・豪

徳寺・宮坂地区 

【移行１】 

○都市計画道路の整備にあわせ、沿道の建築物の不燃化や土地利用の誘導、周辺の住環境

との調和のため、地区計画及び地区街づくり計画に基づき街づくりを進めます。 

1-㉔三宿一丁目地

区【継続】 

○住み続けることができる安全で快適な住環境をもつ市街地への誘導及び形成を図るため、

地区計画及び地区街づくり計画に基づき街づくりを進めます。               など 

1-㉕若林一丁目地

区【継続】 

○防災性の向上、住環境の改善を図り、安全・安心に住み続けられるみどり豊かな街を実現

するため、地区街づくり計画に基づき街づくりを進めます。 

※赤文字は、見直しまたは新規追加箇所 

２．既に策定された地区計画などに基づき、街づくりを進めていく地区（21 地区） 

 

地区名 主な方針（一部抜粋） 

1-⑤旭小学校周辺

地区【継続】 

○みどり豊かで環境にも配慮した健全で安全な市街地を形成するため、地区計画及び地区

街づくり計画に基づき街づくりを進めます。                          など 

1-⑥池尻三丁目西

地区【継続】 

○生活利便性に富み、みどり豊かで良好な住環境の形成及び防災性に優れた安全で安心

できる都市環境の形成を図るため、地区計画及び地区街づくり計画に基づき街づくりを

進めます。 

1-⑦池尻四丁目・

三宿二丁目地区

【移行１】 

○建築物の不燃化の促進などにより、防災性の向上を図るとともに、良好な住環境の保全を

図るため、地区街づくり計画に基づき街づくりを進めます。                など 

1-⑧上馬二丁目地

区【継続】 

○居住環境の悪化を防止し、緑化を推進し、落ち着きのある街並みを創出するため、地区計

画及び地区街づくり計画に基づき街づくりを進めます。 

1-⑨環七沿道地区 

【継続】  

○後背地の住環境保全と延焼遮断帯の形成のため、沿道地区計画に基づき街づくりを進め

ます。 

1-⑩環八沿道地区

【継続】 

○沿道地区計画に基づき、後背地の住宅地との調和を図りながら商業・業務地として誘導

するとともに、建築物の不燃化を促進し、みどりと潤いのある良好な沿道の街並みを形成

します。 

1-⑪経堂駅東地区

【継続】 

○住宅と商業・業務の調和のとれた活力ある健全な市街地環境の形成を図るため、地区計

画及び地区街づくり計画に基づき街づくりを進めます。 

1-⑫経堂農大通り

沿道地区【継続】 

○安全で快適な買い物空間を形成し、良好で活力ある商業環境を適切に誘導するため、地

区計画及び地区街づくり計画に基づき街づくりを進めます。 

※赤文字は、見直しまたは新規追加箇所 

新規 ：「地域整備方針（後期）」において、新たにアクションエリアに位置づける地区 

移行１：「地域整備方針（平成２７年４月）」において、「１．地区計画などを策定し、街づくりを進めていく地区」（本注釈において、「１」
といいます。）である地区のうち、地区計画等を策定したため、地域整備方針（後期）」において、「２．既に策定された地区計画
などに基づき、街づくりを進めていく地区」（本注釈において、「２」といいます。）に移行する地区 

移行２：「地域整備方針（平成２７年４月）」において、「２」である地区のうち、新たな手法を活用するなど、更なる街づくりの検討を行
うため、「地域整備方針（後期）」において、「１」に移行する地区 

継続 ：「地域整備方針（平成２７年４月）」に引き続き、「１」または「２」のアクションエリアを継続する地区 
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世田谷地域のアクションエリア 
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 第２章 北沢地域   

地域のまちの姿 

○建築物の不燃化・耐震化が進み、道路や公園などが整備され、防災性が向上した、安全で災害に強いまち 

○みどりの拠点を中心として、みどりを保全・創出し、地区の特性に応じて適正な土地利用がなされた、みどり

豊かで住みやすいまち 

○駅周辺の商業地が保有する文化、街並みなどの個性を活かし、にぎわいや活気のある、活動・交流の拠点

をもつまち 

○屋敷林や農地などの自然資源が保全され、暮らしの風景やにぎわいのある風景が活用された、地域資源の

魅力を高めるまち 

○連続立体交差事業や都市計画道路の整備にあわせて地区の街づくりが進み、交通環境の質が高く、誰も

が安全で快適に移動できるまち 

Ⅰ．北沢地域の概況と街づくりの主な課題                         

北沢地域の位置と町名 

Ⅱ．北沢地域の目標、骨格と土地利用の方針                        

１．目標～地域のまちの姿～ 

  「世田谷区地域行政推進計画」の北沢地域経営方針で示す「まちの将来像」や街づくりの主な課題などに基づ

き、概ね１０年後（２０３５年）を見据えた本地域のまちの姿を５つのテーマに沿って設定します。 

２．街づくりの主な課題 

地域の街づくりの主な課題を以下の５つのテーマに沿って示します。 

■地域の土地利用の方針 

   ９つの区分のうち、本地域に該当する以下の７つの区分の土地利用ごとの方針や、位置の概略を本編に示します。 

２．地域の骨格と土地利用の方針 

■地域の骨格プラン 

  都市づくりの骨格プランと、地域のまちの姿に基づき、地域の基本的骨組みを示します。 

拠点や軸等 位置づける場所 

生活拠点 広域生活・文化拠

点 

○下北沢駅周辺地区 

地域生活拠点 ○明大前駅、下高井戸駅、梅ヶ丘駅の各周辺地区 

地区生活拠点 ○代田橋駅、桜上水駅、東北沢駅、世田谷代田駅、豪徳寺駅・山

下駅、池ノ上駅、新代田駅、東松原駅、松原駅の各周辺地区 

新たな機能を持つ

拠点等 

災害対策拠点 ○北沢総合支所周辺地区 

保健福祉の街づ

くり重点ゾーン 

○梅ヶ丘駅周辺地区 

都市軸 都市活力と交通

の軸 

○環状７号線、甲州街道（国道２０号）とその沿道 

主要生活交通軸 ○茶沢通り（補助２１０号線）、補助１５４号線とその沿道 

みどりの拠点及び

水と緑の風景軸 

みどりの拠点 ○和田堀給水所、三宿の森緑地一帯、羽根木公園、区役所一

帯、桜上水一帯 

 

    

    

テーマ 主な課題（一部抜粋） 

テーマⅠ 
安全で災害に強いま
ちをつくる 

○老朽木造住宅が密集している市街地や、延焼遮断帯となる都市計画道路が未整

備な地区は、避難路の確保や延焼の抑制など防災上の課題があります。  

など 

テーマⅡ 
みどり豊かで住みや
すいまちをつくる 

○みどり率は増加傾向であるものの、区内５地域の中で最も低くなっています。 

○地域住民一人当たりの公園面積は５地域の中で最も小さく、公園やオープンスペ

ース等を確保し、魅力的な空間にすることが求められています。   

など 

テーマⅢ 
活動・交流の拠点を
もつまちをつくる 

○小田急線の連続立体交差事業により整備された鉄道駅や、京王線の連続立体交

差事業で拠点となる鉄道駅の周辺について、にぎわいのある良好な市街地の形成

を図ることが求められています。  

など 

テーマⅣ 
地域資源の魅力を高
めるまちをつくる 

○連続立体交差事業などの都市基盤の整備により、街の機能や風景の変化が見込

まれます。   

など 

テーマⅤ 
誰もが快適に移動で
きるまちをつくる 

○人口構造の変化や下北沢駅周辺及び豪徳寺などへの外国人観光客の増加に対応

するため、さらにユニバーサルデザインの観点等による街づくりが求められていま

す。 

など 

 

●代田 ●梅丘 ●豪徳寺 ●代沢 ●羽根木 ●大原 

●北沢 ●松原 ●赤堤 ●桜上水 ●池尻四丁目33～39 

１．概況 

■地域のなりたち 

○本地域は区の北東部に位置し、南北に環状７号線が通

り、小田急線、京王線、井の頭線、世田谷線の鉄道の結

節点となっている下北沢、明大前、下高井戸、豪徳寺な

どの駅周辺で商業地が形成されています。 

 

■地域の現況等のデータ 

○人口密度は、区内５地域で世田谷地域に次いで高く、

平均世帯人員は最も少ない状況です。 

○耐火率や不燃領域率は５地域で最も低く、みどり率及

び地域住民一人当たりの公園面積についても５地域で

最も低い状況です。 
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Ⅲ．北沢地域のテーマ別の方針                                                                            

地域の特性や課題などを踏まえ、街づくりの主な課題を解決するとともに、地域のまちの姿を実現するため、５つのテーマからなる「地域のテーマ別の方針」を示します。 

テーマⅠ 安全で災害に強いまちをつくる 

【延焼遮断帯や延

焼遅延帯の整備を

進める】 

○延焼遮断帯を構成する都市計画道路の優先的な整備にあわせ、沿道の不燃化を

進めるとともに、緑化の推進や空地の確保を進め、延焼遅延帯の促進を図りま

す。 

【防災生活圏内の

安全性を向上させ

る】 

○地区の安全性を高めるため、建築物の不燃化や耐震化、危険なブロック塀や狭あ

い道路の改善を進めます。 

○震災時に消防活動が困難とされる区域では、消防活動や避難を円滑にするため

の地先道路の整備を進め、行き止まり道路や狭あい道路を解消するとともに、消

防水利を確保し防災性の向上に配慮した公園などを配置します。 

○北沢五丁目・大原一丁目地区などの密集市街地では、防災街づくりの事業などを

活用して、建築物の不燃化や耐震化の取組みを強化し、共同化や無接道敷地の

解消等を促進します。 

【避難時の安全性

を向上させる】 

○広域避難場所等への避難路の安全性を高めるとともに、周辺の建築物の不燃化

や耐震化を進めます。 

【復興に備える】 ○復興まちづくりを円滑に進めていくために、平時から復興手順や役割分担の整理

を図ります。被災後は本方針や地区計画等を踏まえて早期の復興まちづくりに取

り組みます。 

【水害を抑制する】 ○浸水被害を軽減するため、グリーンインフラの考え方も活かした、雨水流出抑制

施設の設置を進めます。 

 

テーマⅤ 誰もが快適に移動できるまちをつくる 

【公共交通の安全

性・利便性や快適

性を高める】 

○連続立体交差事業にあわせ駅前広場を整備するとともに、歩行者が安全で快適に回遊できるまちとして、

駅周辺地区を一体とした沿線街づくりを進めます。 

【歩行者や自転車

利用者の安全性と

快適性を高める】 

○都市計画道路等の整備を進め、地先道路への通過交通を抑制し、歩行者と自転車利用者の安全性の向

上を図ります。また、歩道の整備や事業者の協力による歩道状空地などにより安全な歩行空間を確保しま

す。 

○公共施設等の整備や大規模な土地利用転換の際は座れる場づくりを促進します。 

○歩行者の安全性を高め、防災性の向上を図るために、街づくりのなかで地先道路の適切な配置を検討し、

整備を進めます。 

【各拠点や施設を

つなぐ】 

○各拠点をつなぐ都市計画道路の整備にあわせ、公共交通ネットワークを充実させるとともに、公共交通や

徒歩・自転車の利用の促進を図ります。 

【交通環境の質を

高める】 

○道路や緑道の整備では、環境や防災、風景などに配慮するとともに、ユニバーサルデザインによる整備を

進めます。保健福祉の街づくり重点ゾーンである梅ヶ丘駅周辺地区では、「世田谷区移動等円滑化促進方

針」における「促進地区」として、駅や商店街、各種拠点施設との移動等円滑化などの街づくりを進めます。 

 

テーマⅡ みどり豊かで住みやすいまちをつくる 

【みどりとみずを

守り育てる】 

 

○みどりのネットワークを形成するため、みどりの拠点を核として、樹林地や農地、公

園・緑地、緑道のみどりを保全し、道路や住宅地などにおいて連続した緑化を進

め、グリーンインフラとしての活用も推進します。 

○誰もが身近に利用できる場として、公園や緑地を適正に配置し、面積を確保しま

す。また、都市基盤整備とあわせて新たなみどりの創出を図ります。 

【より住みやすい

住 環 境 を 確 保 す

る】 

○みどりのある住みやすい良好な住環境を形成するため、脱炭素地域づくりの視点

も踏まえながら地区特性に応じた街づくりに関するルールづくりを進めるととも

に、区民や事業者が進めるみどりの保全や創出の取り組みを支援します。 

○大規模敷地の建て替えや土地利用転換では、都市基盤整備や公園・公開空地の

整備、緑化等の環境配慮を誘導します。都市計画事業においては事業期間中の

環境保全に努めます。 

○地域に残された貴重な農地の保全に努めるとともに、農地を宅地化する場合は、

良好な住環境の形成に必要な道路などの整備を一体的に進めます。 

テーマⅢ 活動・交流の拠点をもつまちをつくる 

【にぎわいや活気

のある拠点の魅力

を高める】 

○広域生活・文化拠点である下北沢駅周辺地区や地域生活拠点である明大前駅、下高井戸駅、梅ヶ丘駅の

各周辺地区は、拠点ごとの特性に応じて、様々な機能を充実させるとともに、歴史・文化や街並み・地形等

の活用などにより地域の魅力を高めます。 

○桜上水駅や世田谷代田駅周辺地区などの地区生活拠点は、区民の日常生活に必要な環境を確保すると

ともに、地域コミュニティの場としての機能を誘導します。 

○都市計画事業が進められている駅周辺においては、事業期間中のまちのにぎわいや活力の維持に努め、

にぎわいや防災、みどり、風景などに配慮した活動・交流の拠点づくりを行います。また、まちの機運や駅

前整備等とあわせて官民連携によるまちの維持・管理・運営などに取組み、まちの安全性や魅力を高めま

す。 

【誰もが利用でき

るみどりの拠点と

する】 

○みどりの拠点をはじめとする公園・緑地等は、誰もが快適に利用できるようにオープンスペースやみどり、

各種施設をバランス良く配置するとともに、アクセス環境を充実させます。 

 
テーマⅣ 地域資源の魅力を高めるまちをつくる 

【自然資源の魅力

を高める】 

○良好な風景を形成する屋敷林や社寺林、都市の貴重な資源である農地、富士山の眺めなど、日常生活に

身近な自然資源の魅力を区民と共有し、大切にします。 

【風景の魅力を高

める】 

○文化財をはじめとする歴史的資産や古道などを活かし、地域に残る歴史や文化を大切にした暮らしの風

景づくりを進めます。 

○駅周辺のにぎわいのある界わいや各地で行われるイベントなどをまちの風景として、地域の人にも訪れる

人にも魅力的な場所となるよう活かし、まちの顔となる風景づくりを進めます。 

【新たな地域資源

を創出する】 

○大規模な土地利用転換の際は、まとまったみどりの創出や公開空地の整備などを進め、新たな地域資源を

つくります。 

 

※赤文字は、見直しまたは新規追加箇所 
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Ⅳ．北沢地域のアクションエリアの方針                                                                        

 地域のまちの姿を実現するため、今後、概ね１０年間にわたり街づくりを優先的に進める地区と、その方針を示します。（地区の並びは 50 音順） 

１．地区計画などを策定し、街づくりを進めていく地区（４地区） 

 

地区名 主な方針（一部抜粋） 

2-①京王線沿線 

【新規】 

○南北・東西のつながりによる街の回遊性・快適性の向上をめざし、にぎわいと交流の軸

を育む街づくりを進めます。                                  

2-②下北沢駅周辺地

区【移行２】 

○地区計画及び地区街づくり計画に基づき、良好な街並みと建築物の不燃化を適切に

誘導するとともに、歩行者主体の街づくりを進めるため、駐車場地域ルールの活用を

検討します。                                           など 

2-③下高井戸駅周辺

地区【移行２】 

○京王線の連続立体交差事業や都市計画道路等の整備に伴う土地利用の変化に対応

し、駅周辺の活気ある良好な商業環境の育成と地区の防災性向上、区民街づくり協定

を踏まえた街づくりを進めるため、地区計画の策定等を検討します。        など 

2-④代田地区 【継続】 ○地区街づくり計画の原案提案を踏まえ、良好な住環境の保全・育成等に向けて、地区

街づくり計画の策定等を検討します。  

※赤文字は、見直しまたは新規追加箇所 

２．既に策定された地区計画などに基づき、街づくりを進めていく地区（16 地区） 

 

地区名 主な方針（一部抜粋） 

2-⑤梅ヶ丘駅～豪徳

寺駅・山下駅周辺地

区【移行１】 

○保健福祉の街づくり重点ゾーンとして、梅ヶ丘駅～豪徳寺駅・山下駅界わい街づくりデ

ザイン指針に基づき、ユニバーサルデザインによる街づくりを進めます。      など 

2-⑥環七沿道地区

【継続】 

○後背地の住環境保全と延焼遮断帯の形成のため、沿道地区計画に基づき街づくりを

進めます。 

2-⑦北沢三・四丁目

地区【継続】 

○防災街づくり等を推進するため、地区計画及び地区街づくり計画に基づき街づくりを

進めます。                                            など 

2-⑧北沢五丁目・大

原一丁目地区 【継続】 

○防災街づくり等を推進するため、防災街区整備地区計画及び地区街づくり計画に基づ

き街づくりを進めます。                                    など 

2-⑨経堂駅東地区

【継続】 

○良好な住環境の保全のため、地区計画及び地区街づくり計画に基づき街づくりを進め

ます。 

2-⑩区役所周辺地区

【継続】 

○地区内の広域避難場所周辺を災害に強い市街地として誘導するとともに、みどり豊か

で暮らしやすい住環境を保全・創出するため、防災街区地区計画及び地区街づくり計

画に基づき街づくりを進めます。                               など 

2-⑪豪徳寺駅周辺地

区【継続】 

○地区生活拠点として、身近な商店街のにぎわいを維持、発展するとともに、良好な住環

境の保全のため、地区街づくり計画に基づき街づくりを進めます。          など 

2-⑫桜上水駅周辺地

区【継続】 

○地区生活拠点として、身近な商店街のにぎわいの維持、発展するとともに、良好な住環

境の保全のため、地区街づくり計画に基づき街づくりを進めます。          など 

2-⑬桜上水三・四丁

目中部地区【継続】 

○地区計画に基づき、みどりの拠点としてみどり豊かで落ち着きのある環境を維持しま

す。                                                 など 

2-⑭西部地域桜上水

地区【継続】 

○農地などのみどりを保全、育成し、農地と住宅地が共存する土地利用を誘導するた

め、地区計画に基づき街づくりを進めます。                        など 

※赤文字は、見直しまたは新規追加箇所 

２．既に策定された地区計画などに基づき、街づくりを進めていく地区（16 地区） 

 

地区名 主な方針（一部抜粋） 

2-⑮代田橋駅周辺地

区【移行１】 

○代田橋駅周辺地区については、京王線の連続立体交差事業や放射２３号線の整備等

にあわせ、地区の防災性の向上を図ります。また、和田堀給水所の整備にあわせ、みど

りや防災の拠点の形成を図ります。                             など 

2-⑯放射 23 号線沿

道地区【新規】、 

2-⑰補助 26 号線沿

道代沢・北沢地区 

【新規】、 

2-⑱補助 52 号線沿

道若林・梅丘・豪徳

寺・宮坂地区 

【移行１】 

○都市計画道路の整備にあわせ、沿道の建築物の不燃化や土地利用の誘導、周辺の住

環境との調和のため、地区計画及び地区街づくり計画に基づき街づくりを進めます。 

2-⑲明大前駅周辺地

区【移行１】 

○地域生活拠点として、商業・行政サービス機能等の集積を図り、活気ある良好な商業

環境を育成するとともに、良好な住環境を保全し地区の防災性を向上するため、地区

計画及び地区街づくり計画に基づき街づくりを進めます。               など 

2-⑳代々木上原駅～

梅ヶ丘駅間の小田急

線上部【移行１】 

○小田急線の連続立体交差事業に伴い平成２７（２０１５）年８月に策定した「小田急線上

部利用計画」に基づき防災性の向上やみどりの創出を図るため、駅前広場、通路、緑地・

小広場、防災施設などを整備し、周辺と調和した連続性のある街づくりを進めます。 

※赤文字は、見直しまたは新規追加箇所 

新規 ：「地域整備方針（後期）」において、新たにアクションエリアに位置づける地区 

移行１：「地域整備方針（平成２７年４月）」において、「１．地区計画などを策定し、街づくりを進めていく地区」（本注釈において、「１」

といいます。）である地区のうち、地区計画等を策定したため、地域整備方針（後期）」において、「２．既に策定された地区計画

などに基づき、街づくりを進めていく地区」（本注釈において、「２」といいます。）に移行する地区 

移行２：「地域整備方針（平成２７年４月）」において、「２」である地区のうち、新たな手法を活用するなど、更なる街づくりの検討を行

うため、「地域整備方針（後期）」において、「１」に移行する地区 

継続 ：「地域整備方針（平成２７年４月）」に引き続き、「１」または「２」のアクションエリアを継続する地区 




